
平
成
十
五
年
経
済
産
業
省
令
第
三
十
九
号

経
済
産
業
省
関
係
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
二
条

第
三
項
に
規
定
す
る
省
令
の
特
例
に
関
す
る
措
置

及
び
そ
の
適
用
を
受
け
る
特
定
事
業
を
定
め
る

省
令

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十

九
号
）
第
二
条
第
三
項
、
第
四
条
第
九
項
及
び
第
十
項
並

び
に
別
表
第
十
六
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
経
済
産
業
省
関

係
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
省

令
の
特
例
に
関
す
る
措
置
及
び
そ
の
適
用
を
受
け
る
特
定

事
業
を
定
め
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

第
一
条
　
削
除

第
二
条
　
削
除

（
小
規
模
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
設
備
に
係
る
一
般
用
電

気
工
作
物
の
特
例
）

第
三
条
　
地
方
公
共
団
体
（
構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平

成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
地
方
公
共
団
体
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
、
公
共
の
安
全
を
確
保
す
る

こ
と
に
支
障
を
生
じ
な
い
も
の
と
し
て
、
そ
の
設
定
す

る
構
造
改
革
特
別
区
域
内
に
次
の
各
号
を
満
た
す
ガ
ス

タ
ー
ビ
ン
を
原
動
力
と
す
る
火
力
発
電
設
備
（
非
常
用

発
電
設
備
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
小
規
模

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
設
備
」
と
い
う
。
）
を
設
置
す
る

必
要
が
あ
る
と
認
め
て
、
法
第
四
条
第
九
項
の
規
定
に

よ
る
内
閣
総
理
大
臣
の
認
定
（
法
第
六
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
変
更
の
認
定
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
申

請
し
、
そ
の
認
定
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
認
定
の
日

以
後
は
、
当
該
認
定
に
係
る
小
規
模
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発

電
設
備
は
、
電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百

七
十
号
）
第
三
十
八
条
第
一
項
第
三
号
の
経
済
産
業
省

令
で
定
め
る
も
の
と
み
な
す
。

一
　
出
力
が
三
十
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
の
も
の

二
　
最
高
使
用
圧
力
が
千
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
未
満
の
も
の

三
　
最
高
使
用
温
度
が
千
四
百
度
未
満
の
も
の

四
　
発
電
機
と
一
体
の
も
の
と
し
て
一
の
筐
体
に
納
め

ら
れ
て
い
る
も
の

五
　
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
の
損
壊
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に

お
い
て
も
、
破
片
が
当
該
設
備
の
外
部
に
飛
散
し
な

い
構
造
を
有
す
る
も
の

六
　
同
一
の
構
内
（
こ
れ
に
準
ず
る
区
域
内
を
含
む
。
）

に
設
置
す
る
発
電
設
備
と
電
気
的
に
接
続
さ
れ
て
い

な
い
も
の

七
　
電
気
事
業
法
第
三
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
低

圧
の
電
気
を
発
電
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
発
電

に
係
る
電
気
を
同
項
第
一
号
に
規
定
す
る
低
圧
受
電

電
線
路
以
外
の
電
線
路
に
よ
り
そ
の
構
内
以
外
の
場

所
に
あ
る
同
法
第
二
条
第
一
項
第
十
八
号
の
電
気
工

作
物
と
電
気
的
に
接
続
さ
れ
て
い
な
い
も
の

八
　
公
衆
が
容
易
に
触
れ
な
い
た
め
の
措
置
が
な
さ
れ

て
い
る
も
の

２
　
前
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
認
定
の
申
請
に
係

る
法
第
四
条
第
一
項
の
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
に
つ

い
て
準
用
す
る
。

第
四
条
　
削
除

第
五
条
　
削
除

（
水
素
ガ
ス
ス
タ
ン
ド
等
の
設
置
に
お
け
る
保
安
統
括

者
等
の
選
任
に
関
す
る
特
例
）

第
六
条
　
地
方
公
共
団
体
が
、
公
共
の
安
全
を
確
保
す
る

こ
と
に
支
障
を
生
じ
な
い
も
の
と
し
て
、
そ
の
設
定
す

る
構
造
改
革
特
別
区
域
内
に
水
素
ガ
ス
ス
タ
ン
ド
（
燃

料
電
池
自
動
車
に
固
定
し
た
容
器
に
水
素
（
液
化
水
素

を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
充
て
ん
す
る
た
め
の
処
理

設
備
を
有
す
る
定
置
式
製
造
設
備
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
又
は
ジ
メ
チ
ル
エ
ー
テ
ル
ガ
ス
ス
タ
ン
ド
（
ジ

メ
チ
ル
エ
ー
テ
ル
を
燃
料
と
し
て
使
用
す
る
車
両
に
固

定
し
た
燃
料
装
置
用
容
器
に
当
該
ジ
メ
チ
ル
エ
ー
テ
ル

を
充
て
ん
す
る
た
め
の
処
理
設
備
を
有
す
る
定
置
式
製

造
設
備
を
い
う
。
）
（
以
下
「
水
素
ガ
ス
ス
タ
ン
ド
等
」

と
い
う
。
）
を
設
置
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
て
、
法

第
四
条
第
二
項
第
二
号
の
特
定
事
業
の
内
容
と
し
て
次

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
同
条
第
九
項
の
規
定
に
よ

る
内
閣
総
理
大
臣
の
認
定
を
申
請
し
、
そ
の
認
定
を
受

け
た
と
き
は
、
当
該
認
定
の
日
以
後
は
、
当
該
認
定
に

係
る
水
素
ガ
ス
ス
タ
ン
ド
等
に
よ
り
高
圧
ガ
ス
を
製
造

す
る
者
に
つ
い
て
は
、
第
二
号
の
保
安
の
確
保
の
方
法

に
よ
る
場
合
に
限
り
、
高
圧
ガ
ス
保
安
法
（
昭
和
二
十

六
年
法
律
第
二
百
四
号
）
第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
第

一
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
者
と
み
な
す
。

一
　
当
該
水
素
ガ
ス
ス
タ
ン
ド
等
の
仕
様

二
　
当
該
水
素
ガ
ス
ス
タ
ン
ド
等
の
保
安
の
確
保
の

方
法

三
　
前
号
の
保
安
の
確
保
の
方
法
が
当
該
水
素
ガ
ス
ス

タ
ン
ド
等
が
危
険
の
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
を
証
明
す

る
記
録
及
び
文
献
そ
の
他
の
資
料

四
　
当
該
水
素
ガ
ス
ス
タ
ン
ド
等
に
係
る
技
術
上
の

基
準

２
　
経
済
産
業
大
臣
は
、
前
項
各
号
に
規
定
す
る
事
項

が
、
現
行
の
規
定
に
よ
る
場
合
と
同
等
の
安
全
性
を
有

す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
法
第
四
条
第
十
項
の
同

意
を
す
る
も
の
と
す
る
。

（
燃
料
電
池
自
動
車
用
水
素
ガ
ス
容
器
及
び
ジ
メ
チ
ル

エ
ー
テ
ル
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
の
容
器
再
検
査
に

関
す
る
特
例
）

第
七
条
　
地
方
公
共
団
体
が
、
公
共
の
安
全
を
確
保
す
る

こ
と
に
支
障
を
生
じ
な
い
も
の
と
し
て
、
そ
の
設
定
す

る
構
造
改
革
特
別
区
域
内
の
燃
料
電
池
自
動
車
用
水
素

ガ
ス
容
器
（
燃
料
電
池
自
動
車
の
燃
料
電
池
に
使
用
す

る
水
素
を
充
て
ん
す
る
た
め
の
容
器
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
又
は
ジ
メ
チ
ル
エ
ー
テ
ル
自
動
車
燃
料
装
置
用

容
器
（
自
動
車
の
燃
料
装
置
用
と
し
て
ジ
メ
チ
ル
エ
ー

テ
ル
を
充
て
ん
す
る
た
め
の
容
器
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
の
容
器
再
検
査
に
つ
い
て
当
該
自
動
車
に
装
置

さ
れ
た
状
態
で
容
器
再
検
査
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
認

め
て
、
法
第
四
条
第
二
項
第
二
号
の
特
定
事
業
の
内
容

と
し
て
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
同
条
第
九
項
の

規
定
に
よ
る
内
閣
総
理
大
臣
の
認
定
を
申
請
し
、
そ
の

認
定
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
認
定
の
日
以
後
は
、
当

該
認
定
に
係
る
燃
料
電
池
自
動
車
用
水
素
ガ
ス
容
器
又

は
ジ
メ
チ
ル
エ
ー
テ
ル
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
係

る
容
器
に
つ
い
て
の
第
二
号
の
方
法
及
び
第
三
号
の
規

格
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
高
圧
ガ
ス
保
安
法
第
四
十
九
条
第

一
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
方
法
及
び
同
条
第
二

項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
規
格
と
み
な
す
。

一
　
当
該
容
器
の
仕
様

二
　
当
該
容
器
再
検
査
の
方
法

三
　
自
動
車
に
装
置
さ
れ
た
状
態
で
容
器
再
検
査
を
行

っ
て
も
健
全
性
が
確
保
さ
れ
る
と
認
め
ら
れ
る
容
器

検
査
に
お
け
る
容
器
の
規
格

四
　
当
該
容
器
に
つ
い
て
、
自
動
車
に
装
置
さ
れ
た
状

態
で
容
器
再
検
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ

る
旨
を
明
か
に
す
る
た
め
に
地
方
公
共
団
体
が
講
ず

る
措
置

２
　
前
項
の
容
器
再
検
査
は
、
当
該
構
造
改
革
特
別
区
域

内
に
お
い
て
、
同
項
の
認
定
を
受
け
た
方
法
及
び
規
格

に
基
づ
き
、
容
器
を
自
動
車
に
装
置
し
た
ま
ま
の
状
態

で
容
器
再
検
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
当

該
地
方
公
共
団
体
が
認
め
た
高
圧
ガ
ス
保
安
協
会
、
指

定
容
器
検
査
機
関
又
は
容
器
検
査
所
の
登
録
を
受
け
た

者
が
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
地
方
公
共
団

体
が
都
道
府
県
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
地
方
公
共

団
体
が
容
器
再
検
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
経
済
産
業
大
臣
は
、
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま

で
に
規
定
す
る
事
項
が
、
現
行
の
規
定
に
よ
る
場
合
と

同
等
の
安
全
性
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
法

第
四
条
第
十
項
の
同
意
を
す
る
も
の
と
す
る
。

第
八
条
　
削
除

（
液
化
ガ
ス
の
容
器
の
充
て
ん
に
係
る
容
器
保
安
規
則

の
特
例
）

第
九
条
　
地
方
公
共
団
体
が
、
公
共
の
安
全
を
確
保
す
る

こ
と
に
支
障
を
生
じ
な
い
も
の
と
し
て
、
そ
の
設
定
す

る
構
造
改
革
特
別
区
域
内
に
お
い
て
液
化
ガ
ス
の
容
器

へ
の
当
該
液
化
ガ
ス
の
充
て
ん
を
行
う
必
要
が
あ
る
と

認
め
て
、
法
第
四
条
第
二
項
第
二
号
の
特
定
事
業
の
内

容
と
し
て
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
同
条
第
九
項

の
規
定
に
よ
る
内
閣
総
理
大
臣
の
認
定
を
申
請
し
、
そ

の
認
定
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
認
定
の
日
以
後
は
、

当
該
認
定
に
係
る
容
器
に
充
て
ん
す
る
液
化
ガ
ス
の
質

量
は
、
第
三
号
の
保
安
の
確
保
の
方
法
に
よ
る
場
合
に

限
り
、
容
器
保
安
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
通
商
産
業
省

令
第
五
十
号
）
第
二
十
二
条
に
規
定
す
る
Ｃ
の
値
に
関

わ
ら
ず
、
第
二
号
の
Ｃ
の
値
を
用
い
て
計
算
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

一
　
当
該
容
器
の
仕
様

二
　
当
該
容
器
に
お
い
て
用
い
る
こ
と
と
す
る
Ｃ
の
値

三
　
前
号
の
Ｃ
の
値
を
用
い
て
計
算
し
た
質
量
以
下
の

液
化
ガ
ス
を
充
て
ん
す
る
場
合
の
当
該
容
器
の
保
安

の
確
保
の
方
法

四
　
前
号
の
保
安
の
確
保
の
方
法
に
よ
り
当
該
容
器
が

危
険
の
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
記
録
及
び

文
献
そ
の
他
の
資
料

五
　
当
該
容
器
に
お
い
て
発
生
す
る
と
想
定
さ
れ
る
事

故
の
程
度
、
影
響
等
の
評
価
に
関
す
る
記
録
及
び
文

献
そ
の
他
の
資
料
（
当
該
容
器
が
液
化
水
素
ガ
ス
を

充
て
ん
す
る
も
の
以
外
の
場
合
に
限
る
。
）

六
　
当
該
容
器
に
つ
い
て
、
第
二
号
の
Ｃ
の
値
を
用
い

て
計
算
し
た
質
量
以
下
の
液
化
ガ
ス
を
充
て
ん
す
る

こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
地
方

公
共
団
体
が
講
ず
る
措
置

２
　
地
方
公
共
団
体
が
前
項
の
認
定
を
受
け
た
と
き
は
、

容
器
に
前
項
第
二
号
の
Ｃ
の
値
を
用
い
て
計
算
し
た
質

量
以
下
の
液
化
ガ
ス
の
充
て
ん
を
行
う
こ
と
が
で
き
る

も
の
と
し
て
当
該
地
方
公
共
団
体
が
認
め
た
充
て
ん
所

に
お
い
て
、
当
該
液
化
ガ
ス
の
充
て
ん
を
行
う
こ
と
が

で
き
る
。

３
　
経
済
産
業
大
臣
は
、
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま

で
に
規
定
す
る
事
項
が
、
現
行
の
規
定
に
よ
る
場
合
と

同
等
の
安
全
性
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
法

第
四
条
第
十
項
の
同
意
を
す
る
も
の
と
す
る
。

第
十
条
　
削
除

（
特
定
施
設
の
保
安
検
査
期
間
に
係
る
一
般
高
圧
ガ
ス

保
安
規
則
等
の
特
例
）

第
十
一
条
　
地
方
公
共
団
体
が
、
公
共
の
安
全
を
確
保
す

る
こ
と
に
支
障
を
生
じ
な
い
も
の
と
し
て
、
そ
の
設
定

す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
内
に
高
圧
ガ
ス
保
安
法
第
三

十
五
条
に
規
定
す
る
高
圧
ガ
ス
の
爆
発
そ
の
他
災
害
が

発
生
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
製
造
の
た
め
の
施
設
（
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
施
設
」
と
い
う
。
）
を
設
置

す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
て
、
法
第
四
条
第
二
項
第
二

号
に
掲
げ
る
特
定
事
業
の
内
容
と
し
て
次
の
各
号
に
掲

1



げ
る
事
項
を
記
載
し
、
同
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
内

閣
総
理
大
臣
の
認
定
を
申
請
し
、
そ
の
認
定
を
受
け
た

と
き
は
、
当
該
認
定
の
日
以
後
は
、
当
該
認
定
に
係
る

特
定
施
設
に
つ
い
て
の
一
般
高
圧
ガ
ス
保
安
規
則
（
昭

和
四
十
一
年
通
商
産
業
省
令
第
五
十
三
号
）
第
七
十
九

条
第
二
項
及
び
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
保
安
規
則
（
昭
和
六

十
一
年
通
商
産
業
省
令
第
八
十
八
号
）
第
三
十
四
条
第

二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中

「
一
年
（
」
と
あ
る
の
は
、
「
構
造
改
革
特
別
区
域
法

（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
四
条
第
一
項

の
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
に
記
載
し
た
特
定
施
設
の

保
安
検
査
の
期
間
（
」
と
す
る
。

一
　
当
該
特
定
施
設
の
仕
様

二
　
当
該
特
定
施
設
の
保
安
検
査
の
期
間

三
　
当
該
特
定
施
設
の
機
能
維
持
状
況
に
関
す
る
記
録

及
び
文
献
そ
の
他
の
資
料

四
　
当
該
特
定
施
設
に
お
い
て
発
生
す
る
と
想
定
さ
れ

る
事
故
の
程
度
、
影
響
等
の
評
価
に
関
す
る
記
録
及

び
文
献
そ
の
他
の
資
料
（
当
該
特
定
施
設
に
係
る
製

造
設
備
が
水
素
ガ
ス
ス
タ
ン
ド
等
で
あ
る
も
の
以
外

の
場
合
に
限
る
。
）

２
　
経
済
産
業
大
臣
は
、
前
項
各
号
に
規
定
す
る
事
項

が
、
現
行
の
規
定
に
よ
る
場
合
と
同
等
の
安
全
を
有
す

る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
法
第
四
条
第
十
項
の
同
意

を
す
る
も
の
と
す
る
。

第
十
二
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
　
削
除

第
十
五
条
　
削
除

（
小
規
模
場
外
車
券
発
売
施
設
の
設
置
許
可
に
関
す
る

特
例
）

第
十
六
条
　
地
方
公
共
団
体
が
、
競
輪
場
（
自
転
車
競
技

法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
九
号
）
第
四
条
第
五

項
の
競
輪
場
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
隣
接
す
る
そ

の
ほ
か
の
地
域
に
お
け
る
特
性
に
よ
り
、
文
教
上
及
び

保
健
衛
生
上
著
し
い
支
障
を
来
す
お
そ
れ
が
な
く
、
か

つ
、
周
辺
環
境
と
調
和
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
そ
の

設
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
内
に
お
い
て
、
小
規
模

場
外
車
券
発
売
施
設
（
自
転
車
競
技
法
第
五
条
第
一
項

に
規
定
す
る
競
輪
場
外
に
お
け
る
車
券
の
発
売
等
の
用

に
供
す
る
施
設
で
あ
っ
て
、
当
該
施
設
の
規
模
が
経
済

産
業
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
規
模
の
上
限
の
範
囲
内
の

も
の
。
以
下
同
じ
。
）
を
設
置
す
る
必
要
が
あ
る
と
認

め
て
、
法
第
四
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
特
定
事
業

の
内
容
と
し
て
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
同
条
第

九
項
の
規
定
に
よ
る
内
閣
総
理
大
臣
の
認
定
を
申
請

し
、
そ
の
認
定
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
認
定
の
日
以

後
は
、
当
該
認
定
に
係
る
小
規
模
場
外
車
券
発
売
施
設

に
つ
い
て
は
、
当
該
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
に
記
載

さ
れ
て
い
る
次
に
掲
げ
る
事
項
及
び
経
済
産
業
大
臣
が

告
示
で
定
め
る
小
規
模
場
外
車
券
発
売
施
設
が
備
え
る

べ
き
事
項
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
当
該
地
方
公
共
団

体
が
書
面
に
よ
り
確
認
し
た
場
合
に
限
り
、
自
転
車
競

技
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
経
済
産
業
省
令
第
九
十

七
号
）
第
十
五
条
に
規
定
す
る
基
準
を
満
た
し
た
も
の

と
み
な
す
。

一
　
当
該
小
規
模
場
外
車
券
発
売
施
設
の
規
模
の
上
限

二
　
当
該
小
規
模
場
外
車
券
発
売
施
設
を
設
置
で
き
る

区
域
の
範
囲

（
研
究
開
発
用
海
水
温
度
差
発
電
設
備
に
係
る
電
気
事

業
法
施
行
規
則
の
特
例
）

第
十
七
条
　
地
方
公
共
団
体
が
、
公
共
の
安
全
を
確
保
す

る
こ
と
に
支
障
を
生
じ
な
い
も
の
と
し
て
、
そ
の
設
定

す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
内
に
次
の
各
号
を
満
た
す
汽

力
（
海
水
の
熱
を
利
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
原
動

力
と
す
る
火
力
発
電
所
の
発
電
設
備
で
あ
っ
て
研
究
開

発
の
用
に
供
す
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
研

究
開
発
用
海
水
温
度
差
発
電
設
備
」
と
い
う
。
）
を
設

置
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
て
、
法
第
四
条
第
九
項
の

規
定
に
よ
る
内
閣
総
理
大
臣
の
認
定
を
申
請
し
、
そ
の

認
定
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
認
定
の
日
以
後
は
、
当

該
認
定
に
係
る
研
究
開
発
用
海
水
温
度
差
発
電
設
備
に

つ
い
て
は
、
次
項
第
二
号
の
期
間
に
限
り
、
電
気
事
業

法
施
行
規
則
（
平
成
七
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
七

号
）
第
六
十
五
条
第
一
項
第
一
号
、
第
七
十
九
条
第
一

号
及
び
第
九
十
四
条
第
一
号
の
規
定
は
、
適
用
し
な

い
。

一
　
出
力
が
百
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
の
も
の

二
　
電
線
路
（
当
該
研
究
開
発
用
海
水
温
度
差
発
電
設

備
が
発
電
に
係
る
電
気
を
受
電
す
る
た
め
の
電
線
路

を
除
く
。
）
に
よ
り
当
該
研
究
開
発
用
海
水
温
度
差

発
電
設
備
を
設
置
す
る
構
内
以
外
の
電
気
工
作
物
と

電
気
的
に
接
続
さ
れ
て
い
な
い
も
の

２
　
前
項
の
認
定
の
申
請
に
係
る
法
第
四
条
第
一
項
の
構

造
改
革
特
別
区
域
計
画
に
は
、
法
第
四
条
第
二
項
第
二

号
の
特
定
事
業
の
内
容
と
し
て
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記

載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
研
究
開
発
用
海
水
温
度
差
発
電
設
備
を
設
置

す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に

あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
当
該
研
究
開
発
用
海
水
温
度
差
発
電
設
備
を
用
い

て
研
究
開
発
を
実
施
す
る
期
間

三
　
当
該
研
究
開
発
用
海
水
温
度
差
発
電
設
備
を
設
置

す
る
位
置

四
　
当
該
研
究
開
発
用
海
水
温
度
差
発
電
設
備
に
係
る

熱
媒
体
の
種
類

五
　
当
該
研
究
開
発
用
海
水
温
度
差
発
電
設
備
が
電
気

事
業
法
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準

に
適
合
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
設
置
さ
れ
る

次
に
掲
げ
る
分
野
の
専
門
家
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
委

員
会
に
関
す
る
事
項

イ
　
機
械
工
学

ロ
　
材
料
工
学

ハ
　
電
気
工
学

ニ
　
化
学
工
学

六
　
保
安
上
必
要
な
措
置
と
し
て
、
当
該
認
定
に
係
る

研
究
開
発
用
海
水
温
度
差
発
電
設
備
に
つ
い
て
、
電

気
事
業
法
施
行
規
則
第
五
十
条
第
三
項
に
掲
げ
る
事

項
に
相
当
す
る
事
項

３
　
経
済
産
業
大
臣
は
、
前
項
各
号
に
規
定
す
る
事
項

が
、
現
行
の
規
定
に
よ
る
場
合
と
同
等
の
安
全
性
を
有

す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
法
第
四
条
第
十
項
の
同

意
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
海
水
等
温
度
差
発
電
設
備
に
係
る
電
気
事
業
法
施
行

規
則
の
特
例
）

第
十
八
条
　
地
方
公
共
団
体
が
、
公
共
の
安
全
を
確
保
す

る
た
め
に
支
障
を
生
じ
な
い
も
の
と
し
て
、
そ
の
設
定

す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
内
に
次
の
各
号
を
満
た
す
汽

力
（
海
水
、
温
泉
水
等
の
熱
を
利
用
す
る
も
の
に
限

る
。
）
を
原
動
力
と
す
る
火
力
発
電
所
の
発
電
設
備

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
海
水
等
温
度
差
発
電
設
備
」

と
い
う
。
）
を
設
置
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
て
、
法

第
四
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
内
閣
総
理
大
臣
の
認
定

を
申
請
し
、
そ
の
認
定
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
認
定

の
日
以
後
は
、
当
該
認
定
に
係
る
海
水
等
温
度
差
発
電

設
備
に
つ
い
て
の
電
気
事
業
法
施
行
規
則
第
九
十
四
条

の
二
第
一
項
第
三
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当

該
規
定
中
「
二
年
」
と
あ
る
の
は
、
「
構
造
改
革
特
別

区
域
法
第
四
条
第
一
項
の
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
に

記
載
し
た
時
期
」
と
す
る
。

一
　
出
力
が
五
百
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
の
も
の

二
　
最
高
使
用
圧
力
が
千
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
未
満
の
も
の

三
　
最
高
使
用
温
度
が
二
百
度
未
満
の
も
の

四
　
当
該
海
水
等
温
度
差
発
電
設
備
に
係
る
熱
媒
体
は

変
質
し
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
可
燃
性
、
腐
食
性
及

び
有
毒
性
の
な
い
も
の

２
　
前
項
の
認
定
の
申
請
に
係
る
法
第
四
条
第
一
項
の
構

造
改
革
特
別
区
域
計
画
に
は
、
法
第
四
条
第
二
項
第
二

号
の
特
定
事
業
の
内
容
と
し
て
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記

載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
海
水
等
温
度
差
発
電
設
備
の
仕
様

二
　
当
該
海
水
等
温
度
差
発
電
設
備
に
係
る
熱
媒
体
の

種
類
及
び
性
質

三
　
当
該
海
水
等
温
度
差
発
電
設
備
に
お
け
る
定
期
自

主
検
査
を
行
う
時
期

四
　
前
号
の
時
期
に
よ
る
定
期
自
主
検
査
に
よ
り
、
当

該
海
水
等
温
度
差
発
電
設
備
が
電
気
事
業
法
第
三
十

九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準
に
適
合
す
る
こ

と
を
証
明
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
記
録
及

び
文
献
そ
の
他
の
資
料

イ
　
当
該
海
水
等
温
度
差
発
電
設
備
の
耐
久
性

ロ
　
当
該
海
水
等
温
度
差
発
電
設
備
に
係
る
熱
媒
体

の
耐
久
性

ハ
　
当
該
海
水
等
温
度
差
発
電
設
備
に
係
る
熱
媒
体

に
よ
る
海
水
等
温
度
差
発
電
設
備
の
耐
腐
食
性

３
　
経
済
産
業
大
臣
は
、
前
項
各
号
に
規
定
す
る
事
項

が
、
現
行
の
規
定
に
よ
る
場
合
と
同
等
の
安
全
性
を
有

す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
法
第
四
条
第
十
項
の
同

意
を
行
う
も
の
と
す
る
。

第
十
九
条
及
び
第
二
十
条
　
削
除

第
二
十
一
条
　
削
除

第
二
十
二
条
　
削
除

（
小
型
自
動
車
競
走
小
規
模
場
外
車
券
発
売
施
設
の
設

置
許
可
に
関
す
る
特
例
）

第
二
十
三
条
　
地
方
公
共
団
体
が
、
小
型
自
動
車
競
走
場

に
隣
接
す
る
そ
の
ほ
か
の
地
域
に
お
け
る
特
性
に
よ

り
、
文
教
上
及
び
保
健
衛
生
上
著
し
い
支
障
を
来
す
お

そ
れ
が
な
く
、
か
つ
、
周
辺
環
境
と
調
和
し
て
い
る
も

の
と
し
て
、
そ
の
設
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
内
に

お
い
て
、
小
型
自
動
車
競
走
小
規
模
場
外
車
券
発
売
施

設
（
小
型
自
動
車
競
走
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二

百
八
号
）
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
小
型
自
動
車
競

走
場
外
に
お
け
る
勝
車
投
票
券
の
発
売
等
の
用
に
供
す

る
施
設
で
あ
っ
て
、
当
該
施
設
の
規
模
が
経
済
産
業
大

臣
が
告
示
で
定
め
る
規
模
の
上
限
の
範
囲
内
の
も
の
。

以
下
同
じ
。
）
を
設
置
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
て
、

法
第
四
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
特
定
事
業
の
内
容

と
し
て
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
同
条
第
九
項
の

規
定
に
よ
る
内
閣
総
理
大
臣
の
認
定
を
申
請
し
、
そ
の

認
定
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
認
定
の
日
以
後
は
、
当

該
認
定
に
係
る
小
型
自
動
車
競
走
小
規
模
場
外
車
券
発

売
施
設
に
つ
い
て
は
、
当
該
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画

に
記
載
さ
れ
て
い
る
次
に
掲
げ
る
事
項
及
び
経
済
産
業

大
臣
が
告
示
で
定
め
る
小
型
自
動
車
競
走
小
規
模
場
外

車
券
発
売
施
設
が
備
え
る
べ
き
事
項
に
適
合
し
て
い
る

こ
と
を
当
該
地
方
公
共
団
体
が
書
面
に
よ
り
確
認
し
た

場
合
に
限
り
、
小
型
自
動
車
競
走
法
施
行
規
則
（
平
成

十
四
年
経
済
産
業
省
令
第
九
十
八
号
）
第
十
二
条
に
規

定
す
る
基
準
を
満
た
し
た
も
の
と
み
な
す
。

2



一
　
当
該
小
型
自
動
車
競
走
小
規
模
場
外
車
券
発
売
施

設
の
規
模
の
上
限

二
　
当
該
小
型
自
動
車
競
走
小
規
模
場
外
車
券
発
売
施

設
を
設
置
で
き
る
区
域
の
範
囲

第
二
十
四
条
　
削
除

第
二
十
五
条
　
削
除

第
二
十
六
条
か
ら
第
二
十
九
条
ま
で
　
削
除

第
三
十
条
　
削
除

第
三
十
一
条
　
削
除

（
研
究
開
発
用
温
泉
熱
利
用
発
電
設
備
に
係
る
電
気
事

業
法
施
行
規
則
の
特
例
）

第
三
十
二
条
　
地
方
公
共
団
体
が
、
公
共
の
安
全
を
確
保

す
る
こ
と
に
支
障
を
生
じ
な
い
も
の
と
し
て
、
そ
の
設

定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
内
に
次
の
各
号
を
満
た
す

汽
力
（
温
泉
熱
を
利
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
原
動

力
と
す
る
火
力
発
電
所
の
発
電
設
備
で
あ
っ
て
研
究
開

発
の
用
に
供
す
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
研

究
開
発
用
温
泉
熱
利
用
発
電
設
備
」
と
い
う
。
）
を
設

置
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
て
、
法
第
四
条
第
九
項
の

規
定
に
よ
る
内
閣
総
理
大
臣
の
認
定
を
申
請
し
、
そ
の

認
定
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
認
定
の
日
以
後
は
、
当

該
認
定
に
係
る
研
究
開
発
用
温
泉
熱
利
用
発
電
設
備
に

つ
い
て
は
、
次
項
第
二
号
の
期
間
に
限
り
、
電
気
事
業

法
施
行
規
則
第
六
十
五
条
第
一
項
第
一
号
、
第
七
十
九

条
第
一
号
及
び
第
九
十
四
条
第
一
号
の
規
定
は
、
適
用

し
な
い
。

一
　
出
力
が
十
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
の
も
の

二
　
最
高
使
用
圧
力
が
五
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
未
満
の
も
の

三
　
最
高
使
用
温
度
が
百
度
未
満
の
も
の

四
　
電
線
路
（
当
該
研
究
開
発
用
温
泉
熱
利
用
発
電
設

備
が
発
電
に
係
る
電
気
を
受
電
す
る
た
め
の
電
線
路

を
除
く
。
）
に
よ
り
当
該
研
究
開
発
用
温
泉
熱
利
用

発
電
設
備
を
設
置
す
る
構
内
以
外
の
電
気
工
作
物
と

電
気
的
に
接
続
さ
れ
て
い
な
い
も
の

２
　
前
項
の
認
定
の
申
請
に
係
る
法
第
四
条
第
一
項
の
構

造
改
革
特
別
区
域
計
画
に
は
、
法
第
四
条
第
二
項
第
二

号
の
特
定
事
業
の
内
容
と
し
て
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記

載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
研
究
開
発
用
温
泉
熱
利
用
発
電
設
備
を
設
置

す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に

あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
当
該
研
究
開
発
用
温
泉
熱
利
用
発
電
設
備
を
用
い

て
研
究
開
発
を
実
施
す
る
期
間

三
　
当
該
研
究
開
発
用
温
泉
熱
利
用
発
電
設
備
を
設
置

す
る
位
置

四
　
当
該
研
究
開
発
用
温
泉
熱
利
用
発
電
設
備
に
係
る

熱
媒
体
の
種
類

五
　
当
該
研
究
開
発
用
温
泉
熱
利
用
発
電
設
備
が
電
気

事
業
法
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準

に
適
合
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
設
置
さ
れ
る

次
に
掲
げ
る
分
野
の
専
門
家
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
委

員
会
に
関
す
る
事
項

イ
　
機
械
工
学

ロ
　
材
料
工
学

ハ
　
電
気
工
学

ニ
　
化
学
工
学

六
　
保
安
上
必
要
な
措
置
と
し
て
、
当
該
認
定
に
係
る

研
究
開
発
用
温
泉
熱
利
用
発
電
設
備
に
つ
い
て
、
電

気
事
業
法
施
行
規
則
第
五
十
条
第
三
項
に
掲
げ
る
事

項
に
相
当
す
る
事
項

３
　
経
済
産
業
大
臣
は
、
前
項
各
号
に
規
定
す
る
事
項

が
、
現
行
の
規
定
に
よ
る
場
合
と
同
等
の
安
全
性
を
有

す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
法
第
四
条
第
十
項
の
同

意
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
法
別
表
第
二
十
七
号
に
規
定
す
る
経
済
産
業
省
関
係

の
特
定
事
業
）

第
三
十
三
条
　
法
別
表
第
二
十
七
号
の
主
務
省
令
で
定
め

る
事
業
で
あ
っ
て
、
経
済
産
業
省
関
係
の
特
定
事
業

（
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
事
業
を
い
う
。
）

に
関
す
る
省
令
で
定
め
る
事
業
は
、
別
表
に
掲
げ
る
事

業
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
八
月
二
九
日
経
済
産
業

省
令
第
九
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
九
月
二
二
日
経
済
産
業

省
令
第
一
〇
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
三
月
三
一
日
経
済
産
業

省
令
第
五
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
三
月
三
一
日
経
済
産
業

省
令
第
五
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
前
条
の
規
定
に
よ

る
改
正
前
の
特
定
事
業
省
令
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定

さ
れ
た
特
例
に
関
す
る
措
置
の
適
用
を
受
け
て
い
る
同

項
第
三
号
の
圧
縮
方
法
及
び
同
項
第
四
号
の
保
安
の
確

保
の
方
法
に
よ
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
の
規
定

に
よ
る
改
正
後
の
一
般
高
圧
ガ
ス
保
安
規
則
第
六
条
第

二
項
第
一
号
ハ
（
イ
）
及
び
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
後
の
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
保
安
規
則
第
五
条
第
二
項
第

一
号
ハ
（
イ
）
に
規
定
す
る
経
済
産
業
大
臣
が
認
め
た

措
置
を
講
じ
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
可
燃
性
ガ
ス
中
の
酸
素
の

容
量
が
全
容
量
に
対
し
て
当
該
措
置
に
応
じ
経
済
産
業

大
臣
が
認
め
た
割
合
」
と
あ
る
の
は
「
液
化
石
油
ガ
ス

保
安
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
六
年

経
済
産
業
省
令
第
五
十
六
号
）
附
則
第
二
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
前
の
経
済
産
業
省
関
係
構
造
改
革
特
別
区
域

法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
省
令
の
特
例
に
関
す
る

措
置
及
び
そ
の
適
用
を
受
け
る
特
定
事
業
を
定
め
る
省

令
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
さ
れ
た
特
例
に
関
す
る
措

置
に
係
る
構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律

第
百
八
十
九
号
）
第
四
条
第
一
項
の
構
造
改
革
特
別
区

域
計
画
に
記
載
し
た
圧
縮
を
行
う
可
燃
性
ガ
ス
中
の
酸

素
の
容
量
の
全
容
量
に
対
す
る
割
合
の
上
限
」
と
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
四
月
一
日
経
済
産
業
省

令
第
五
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
四
月
三
〇
日
経
済
産
業

省
令
第
六
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
八
月
一
六
日
経
済
産
業

省
令
第
八
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
一
一
月
三
〇
日
経
済
産

業
省
令
第
一
〇
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
か

ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
八
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
、
現
に
特
定
事
業
省
令

第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
さ
れ
た
特
例
に
関
す
る
措
置

の
適
用
を
受
け
て
い
る
高
圧
ガ
ス
設
備
に
係
る
耐
圧
試

験
の
適
用
除
外
の
期
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ

と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
一
二
月
二
〇
日
経
済
産

業
省
令
第
一
一
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当

該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
略

二
　
第
一
条
中
電
気
事
業
法
施
行
規
則
第
二
十
一
条
の

改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
九
条
、
第
十
条
及
び
第
十

一
条
の
規
定
　
平
成
十
七
年
三
月
十
五
日

（
特
定
事
業
省
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
一
条
　
附
則
第
九
条
の
規
定
の
施
行
の
際
現
に
同
条

の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
特
定
事
業
省
令
第
一
条
に
規

定
さ
れ
た
特
例
に
関
す
る
措
置
の
適
用
を
受
け
電
気
を

供
給
す
る
事
業
を
行
っ
て
い
る
者
は
、
こ
の
省
令
の
施

行
の
日
に
、
新
施
行
規
則
第
二
十
一
条
第
一
項
第
二
号

又
は
第
三
号
に
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て

旧
法
第
十
七
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
と
み
な

す
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
一
二
月
二
七
日
経
済
産

業
省
令
第
一
二
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
三
月
一
〇
日
経
済
産
業

省
令
第
一
九
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
三
月
一
一
日
経
済
産
業

省
令
第
二
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
三
月
三
〇
日
経
済
産
業

省
令
第
三
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
か

ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
五
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
附
則
第
二
条
の
規

定
に
よ
る
改
正
前
の
特
定
事
業
省
令
第
五
条
又
は
第
二

十
一
条
に
規
定
さ
れ
た
特
例
に
関
す
る
措
置
の
適
用
を

受
け
て
い
る
試
験
研
究
施
設
に
お
け
る
変
更
の
工
事
に

つ
い
て
は
、
第
四
条
又
は
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正

後
の
一
般
高
圧
ガ
ス
保
安
規
則
第
十
五
条
第
一
項
第
五

号
又
は
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
保
安
規
則
第
十
四
条
第
一
項

第
五
号
に
規
定
す
る
経
済
産
業
大
臣
が
軽
微
な
も
の
と

認
め
た
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
四
月
二
八
日
経
済
産
業

省
令
第
五
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
七
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
一
二
月
二
八
日
経
済
産

業
省
令
第
一
二
四
号
）
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こ
の
省
令
は
、
平
成
十
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
四
月
三
日
経
済
産
業
省

令
第
四
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
前
条
の
規
定
に
よ

る
改
正
前
の
特
定
事
業
省
令
第
二
十
二
条
第
一
項
に
規

定
さ
れ
た
特
例
に
関
す
る
措
置
の
適
用
を
受
け
て
い
る

場
合
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
一
般

高
圧
ガ
ス
保
安
規
則
第
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項

又
は
第
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
に
規
定
す
る
経

済
産
業
大
臣
が
認
め
た
措
置
を
講
じ
て
い
る
も
の
と
み

な
す
。附

　
則
　
（
平
成
一
八
年
四
月
二
六
日
財
務
省
・

厚
生
労
働
省
・
農
林
水
産
省
・
経
済
産
業
省
・
国

土
交
通
省
令
第
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
工
業
再
配
置
促
進
法
を
廃
止
す

る
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
六
月
一
三
日
経
済
産
業

省
令
第
四
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
九
月
一
九
日
経
済
産
業

省
令
第
六
二
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
自
転
車
競
技
法
及
び
小
型
自
動
車
競

走
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
一
号
に

掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
一
二
月
二
八
日
経
済
産

業
省
令
第
七
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

（
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
の
経
過
措

置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
実
施
さ
れ
る
情
報
処
理
技
術

者
試
験
に
対
す
る
情
報
処
理
技
術
者
試
験
規
則
の
規
定

（
第
二
条
第
六
項
各
号
、
第
三
条
第
一
項
、
同
条
第
二

項
、
第
五
条
第
一
項
、
第
六
条
第
二
項
、
第
七
条
第
一

項
、
第
九
条
、
第
十
条
及
び
様
式
第
一
か
ら
第
六
ま
で

の
規
定
を
除
く
。
）
、
情
報
処
理
技
術
者
試
験
の
区
分
等

を
定
め
る
省
令
の
規
定
及
び
経
済
産
業
省
関
係
構
造
改

革
特
別
区
域
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
省
令
の
特

例
に
関
す
る
措
置
及
び
そ
の
適
用
を
受
け
る
特
定
事
業

を
定
め
る
省
令
の
規
定
（
第
二
十
四
条
第
二
項
及
び
第

三
項
並
び
に
第
二
十
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定

を
除
く
。
）
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正

前
の
情
報
処
理
技
術
者
試
験
規
則
（
以
下
「
旧
規
則
」

と
い
う
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
旧
規
則
第

三
条
第
四
項
中
「
二
年
」
と
あ
る
の
は
「
二
年
を
経
過

し
た
日
（
当
該
二
年
を
経
過
し
た
日
が
平
成
二
十
一
年

四
月
一
日
以
降
の
日
と
な
る
前
条
第
五
項
の
認
定
に
あ

っ
て
は
、
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
）
ま
で
の

間
」
と
す
る
。

２
　
前
項
の
規
定
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
平
成

二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
こ
の

省
令
に
よ
る
改
正
後
の
情
報
処
理
技
術
者
試
験
規
則

（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
六
項
の
規
定

に
基
づ
く
認
定
及
び
同
規
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
く
申
請
並
び
に
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
経
済

産
業
省
関
係
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
二
条
第
三
項
に

規
定
す
る
省
令
の
特
例
に
関
す
る
措
置
及
び
そ
の
適
用

を
受
け
る
特
定
事
業
を
定
め
る
省
令
（
以
下
「
新
省

令
」
と
い
う
。
）
第
二
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の

規
定
に
基
づ
く
認
定
及
び
申
請
並
び
に
同
条
第
三
項
の

規
定
に
基
づ
く
同
意
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

（
初
級
シ
ス
テ
ム
ア
ド
ミ
ニ
ス
ト
レ
ー
タ
試
験
に
つ
い

て
の
経
過
措
置
）

第
三
条
　
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年

四
月
三
十
日
ま
で
の
間
、
新
規
則
第
一
条
及
び
第
二
条

第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
一
条
中
「
掲

げ
る
試
験
」
と
あ
る
の
は
「
掲
げ
る
試
験
及
び
初
級
シ

ス
テ
ム
ア
ド
ミ
ニ
ス
ト
レ
ー
タ
試
験
」
と
、
第
二
条
第

一
項
中
「
別
表
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
」
と
あ
る
の

は
「
別
表
の
上
覧
に
掲
げ
る
区
分
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同

表
下
欄
に
掲
げ
る
科
目
（
初
級
シ
ス
テ
ム
ア
ド
ミ
ニ
ス

ト
レ
ー
タ
試
験
に
つ
い
て
は
、
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
に

関
す
る
基
礎
知
識
、
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
の
活
用
に
関

す
る
共
通
的
知
識
及
び
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
の
活
用
に

関
す
る
共
通
的
能
力
）
と
す
る
」
と
す
る
。

２
　
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
四
月

三
十
日
ま
で
の
間
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
情
報

処
理
技
術
者
試
験
の
区
分
等
を
定
め
る
省
令
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
「
区
分
並
び
に
対
象
と
な
る
知
識

及
び
技
能
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
」
と
あ
る
の

は
「
区
分
は
次
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
及
び
初
級
シ

ス
テ
ム
ア
ド
ミ
ニ
ス
ト
レ
ー
タ
試
験
と
し
、
対
象
と
な

る
知
識
及
び
技
能
は
、
次
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
ご

と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
知
識
及
び
技
能

（
初
級
シ
ス
テ
ム
ア
ド
ミ
ニ
ス
ト
レ
ー
タ
試
験
に
つ
い

て
は
、
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
の
活
用
に
必
要
な
共
通
的

知
識
及
び
技
能
）
と
す
る
」
と
す
る
。

３
　
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か

ら
平
成
二
十
一
年
四
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
実
施
さ
れ

る
初
級
シ
ス
テ
ム
ア
ド
ミ
ニ
ス
ト
レ
ー
タ
試
験
（
旧
規

則
第
二
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
又
は
こ
の
省
令

に
よ
る
改
正
前
の
経
済
産
業
省
関
係
構
造
改
革
特
別
区

域
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
省
令
の
特
例
に
関
す

る
措
置
及
び
そ
の
適
用
を
受
け
る
特
定
事
業
を
定
め
る

省
令
（
以
下
「
旧
省
令
」
と
い
う
。
）
第
二
十
四
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
講
座
を
平
成
二
十

一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
修
了
し
た
者
が
受
験

す
る
場
合
に
限
る
。
）
に
対
す
る
旧
規
則
第
二
条
第
五

項
の
規
定
又
は
旧
省
令
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
基
本
情
報
技
術
者
試
験
に
つ
い
て
の
経
過
措
置
）

第
五
条
　

３
　
旧
省
令
第
二
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
講
座

で
あ
っ
て
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
同

項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
も
の
は
、
新
省
令
第

二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
も
の

と
み
な
し
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
三
月
二
一
日
経
済
産
業

省
令
第
一
七
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
一
〇
月
一
四
日
経
済
産

業
省
令
第
五
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
二
年
十
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
一
一
月
三
〇
日
経
済
産

業
省
令
第
六
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
三
年
十
一
月
三
十
日
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
三
月
二
三
日
経
済
産
業

省
令
第
二
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
電
気
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
）
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
三
月
一
〇
日
経
済
産
業
省

令
第
一
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
令
和
四
年
一
二
月
一
四
日
経
済
産
業

省
令
第
九
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
高
圧
ガ
ス
保
安
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
七
十
四
号
）
附
則
第
一

条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
五
年
三

月
二
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

別
表
（
第
三
十
三
条
関
係
）

番
号

事
業
の
名
称

関

係

条

項

一

削
除

　

二

削
除

　

三

一
般
用
電
気
工
作
物
へ
の
位
置
付
け
に

よ
る
小
規
模
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
設
備

導
入
事
業

第
三
条

四

削
除

　

五

保
安
統
括
者
等
の
選
任
を
要
し
な
い
水

素
ガ
ス
ス
タ
ン
ド
等
設
置
事
業

第
六
条

六

燃
料
電
池
自
動
車
等
に
搭
載
さ
れ
た
状

態
で
の
燃
料
装
置
用
容
器
の
再
検
査

事
業

第
七
条

七

液
化
ガ
ス
の
容
器
に
お
け
る
充
て
ん
率

変
更
事
業

第
九
条

八

特
定
施
設
に
お
け
る
保
安
検
査
期
間
変

更
事
業

第

十

一

条

九

小
規
模
場
外
車
券
発
売
施
設
事
業

第

十

六

条

十

研
究
開
発
用
海
水
温
度
差
発
電
設
備
の

法
定
検
査
手
続
不
要
化
事
業

第

十

七

条

十
一

海
水
等
温
度
差
発
電
設
備
の
定
期
自
主

検
査
時
期
変
更
事
業

第

十

八

条

十
二

削
除

　

十
三

削
除

　

十
四

オ
ー
ト
レ
ー
ス
小
規
模
場
外
車
券
発
売

施
設
事
業

第

二

十

三
条

十
五

削
除

　

十
六

修
了
者
に
対
す
る
基
本
情
報
技
術
者
試

験
の
午
前
試
験
を
免
除
す
る
講
座
開
設

事
業

第

二

十

五
条

十
七

削
除

　

十
八

削
除

　

十
九

削
除

　

二
十

削
除

　

二

十

一

削
除

　

二

十

二

削
除

　

4



二

十

三

研
究
開
発
用
温
泉
熱
利
用
発
電
設
備
の

法
定
検
査
手
続
不
要
化
事
業

第

三

十

二
条
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